
 

 

 

外国人集住都市会議災害時相互応援協定 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、外国人集住都市会議会員都市（以下「会員都市」という。）の所在する地域で地震

等による災害が発生し、被災した会員都市単独では言語支援等が必要な外国人に対し十分な応急措

置が困難である場合に、応急対策及び復旧対策に関し相互に応援を行うため、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（担当窓口） 

第２条 この協定に関する窓口（以下「担当窓口」という。）は、外国人集住都市会議担当部署とする。 

２ 担当窓口は、会員都市の所在する地域において地震等による災害が発生し、他の会員都市の応援が

必要となった際には、速やかに連絡調整を行うものとする。 

 

（応援の種類） 

第３条 応援の種類は、次のとおりとする。 

(1) インターネット等を活用した翻訳支援又は通訳支援 

(2) 外国人に対する応急対策及び復旧対策に必要な職員の派遣等 

(3) 報道機関、大使館等に関する連絡調整 

(4) 前３号に定めるもののほか外国人の支援のために特に要請があった事項 

 

（応援要請の手続き） 

第４条 応援を受けようとする会員都市（以下「被災都市」という。）は、被害の状況を明らかにし、担

当窓口を通じて、電話等により応援を要請し、後日速やかに文書を送付するものとする。 

２ 通信の途絶等により被災都市との連絡がとれない場合には、被災都市以外の会員都市は相互に連絡

調整し、自主応援活動を行うことができるものとする。 

 

（応援の実施） 

第５条 応援の要請を受けた会員都市は、自らの業務に支障がない限り、極力これに応じ、応援に努め

るものとする。 

 

（応援経費の負担） 

第６条 応援に要する経費の負担は、第９条の規定に基づく実施細目のとおりとする。 

 

（情報の共有） 

第７条 会員都市は、平常時より災害時における相互の応援に備えるために、防災に対する情報を交換

し、共有するように努めるものとする。 

 

（他の協定との関係） 

第８条 この協定は、会員都市が別に災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第６７条及び消防

組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３９条第２項の規定により締結した相互応援に関する協定等

に基づく応援を排除するものではない。 

 

（実施細目） 

第９条 この協定の実施に関し必要な事項については、会員都市が協議して別に実施細目を定めるもの

とする。 

 



 

 

 

（雑則） 

第１０条 外国人集住都市会議の新規加入都市又は退会都市は、特段の事情のない限り、加入承認通知

書又は退会承認通知書の受領をもって、この協定を締結し、又は解約したものとみなす。 

 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度会員都市が協議して

定めるものとする。 

 

（協定の発効） 

第１２条 この協定は、平成２２年１１月８日から効力を発生するものとする。 

 

 この協定は、座長都市へのすべての会員都市による同意書の提出をもって、成立したものとみなす。 

 

平成２２年１１月８日 

 

群  馬  県   伊勢崎市 

          太   田   市 

          大   泉   町 

長  野  県   上   田   市 

          飯   田   市 

岐  阜  県   大   垣   市 

          美 濃 加 茂 市 

静  岡  県   浜   松   市 

          富   士   市 

          磐   田   市 

          掛   川   市 

          袋   井   市 

          湖   西   市 

          菊   川   市 

愛  知  県   豊   橋   市 

          豊   田   市 

          小   牧   市 

三  重  県   津       市 

          四日市市 

          鈴   鹿   市 

          亀   山   市 

          伊   賀   市 

滋  賀  県   長   浜   市 

          甲   賀   市 

岡  山  県   総   社   市 

 

平成２４年４月１日 

外国人集住都市会議新規加入により第１０条に基づき協定締結 

滋  賀  県   愛   荘   町 

  



 

 

 

外国人集住都市会議災害時相互応援協定実施細目 

 

（趣 旨） 

第１条 この実施細目は、外国人集住都市会議災害時相互応援協定（以下「協定」という。）第９条に基

づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（経費等の負担） 

第２条 協定第３条各号の応援（以下「応援業務」という。）に要する経費等の負担については、次のと

おりとする。 

(1) 応援業務に従事した職員（以下「応援職員」という。）の旅費及び諸手当は、応援の要請を受け

た会員都市（以下「応援都市」という。）の条例等の規定により算定した旅費の額及び諸手当の額

の範囲内において、被災都市の負担とする。 

(2) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合にお

ける公務災害補償に要する経費は、応援都市の負担とする。 

(3) 応援職員が応援業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生

じたものに係る賠償については被災都市が、被災都市への往復の途中において生じたものに係る

賠償については応援都市の負担とする。 

(4) 前３号に定めるもののほか、応援業務に要する経費等については、被災都市と応援都市との間

で協議して定めるものとする。 

 

（経費の請求） 

第３条 前条に定める経費の請求は、応援都市の首長名による請求書（関係書類添付）により、担当窓

口を経由して被災都市の長に宛てて行うものとする。 

 

（準 用） 

第４条 協定第４条第２項に規定する自主応援活動に要する経費等の負担及び経費の請求については、

前２条の規定を準用する。 

 

（職員の派遣） 

第５条 協定第３条第２号に規定する職員（以下「派遣職員」という。）は、原則として正規職員とする

が、応援都市各自の判断により決定できるものとする。 

 

（派遣職員の指揮） 

第６条 派遣職員は、原則として被災都市の長の指揮の下に活動するものとする。 

 

（協 議） 

第７条 この実施細目に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度会員都市が協議し

て定めるものとする。 

 

（実施細目の発効） 

第８条 この実施細目は、平成２２年１１月８日から効力を発生するものとする。 

 

 

 

 

 



 

 

 

平成２２年１１月８日 

 

群  馬  県   伊勢崎市 

          太   田   市 

          大   泉   町 

長  野  県   上   田   市 

          飯   田   市 

岐  阜  県   大   垣   市 

          美 濃 加 茂 市 

静  岡  県   浜   松   市 

          富   士   市 

          磐   田   市 

          掛   川   市 

          袋   井   市 

          湖   西   市 

          菊   川   市 

愛  知  県   豊   橋   市 

          豊   田   市 

          小   牧   市 

三  重  県   津       市 

          四日市市 

          鈴   鹿   市 

          亀   山   市 

          伊   賀   市 

滋  賀  県   長   浜   市 

          甲   賀   市 

岡  山  県   総   社   市 

 

平成２４年４月１日 

外国人集住都市会議新規加入により第１０条に基づき協定締結 

滋  賀  県   愛   荘   町 

 

 

 

 


